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申告書の受け付けが始まります
忘れずに提出しましょう忘れずに提出しましょう

「所得税」の確定申告と「市民税・都民税」の申告は２月18日（月）から
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広
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掲
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市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
にに

バ
ナ
ー
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん

バ
ナ
ー
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
かか

平成 25年（2013年）

２／１５号
No. 1091

《
今
号
の
主
な
内
容
》

・
「
新
入
学
児
童
・
高
齢
者
交
通
安
全
の
集
い
」
を
開
催
し
ま
す 

２
面

・
３
月
１
日（
金
）か
ら「
春
の
火
災
予
防
運
動
」を
実
施
し
ま
す 

３
面

・
ダ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
へ
の
不
法
投
棄
撲
滅
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す 

４
面

・
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
の
一
部
を
閉
鎖
し
ま
す 

７
面

　

月
に
約
７
万
件
の
ア
ク
セ
ス

が
あ
る
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、

広
告
（
バ
ナ
ー
広
告
）
を
掲
載

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
【
基
準
】公
共
性
と
品
位
を
損

な
わ
な
い
も
の
。
政
治
・
宗
教

活
動
、
意
見
広
告
と
個
人
宣
伝

な
ど
は
除
き
ま
す

　
【
規
格
】
縦　

ピ
ク
セ
ル
、
横

６０

１
５
０
ピ
ク
セ
ル
。
４
キ
ロ
バ

イ
ト
以
内
。
Ｇ
Ｉ
Ｆ
形
式
。「
ト

ッ
プ
ペ
ー
ジ
」
に
表
示
し
ま
す

　

※
広
告
デ
ザ
イ
ン
は
広
告
主

で
作
成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
【
掲
載
期
間
】
５
月
か
ら
、
１

カ
月
単
位
で
最
長　

カ
月

１２

　
【
掲
載
料
】１
枠
当
た
り
月
２

万
円

申
告
書
は
自
分
で
書
い
て 

早
め
に
ご
提
出
を

　

所
得
税
の
申
告
と
納
税
は
２
月

　

日
（
月
）
～
３
月　

日
（
金
）

１８

１５

で
す
。

　

※
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
お

休
み
で
す
。
た
だ
し
、
２
月　

日
２４

（
日
）
と
３
月
３
日
（
日
）
に
限

り
、
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
東

村
山
税
務
署
で
確
定
申
告
書
作
成

の
ア
ド
バ
イ
ス
、
申
告
用
紙
の
配

布
、
申
告
書
の
受
け
付
け
を
行
い

ま
す
。
な
お
、
こ
の
２
日
間
は
混

雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】
２
月　

日
（
日
）・

２４

３
月
３
日
（
日
）
は
電
話
で
の
相

談
お
よ
び
国
税
の
領
収
、
納
税
証

明
書
の
発
行
は
行
い
ま
せ
ん

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申

告
書
な
ど
の
作
成
が
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
申
告
書
を
作
成
し
、
印
刷

し
て
そ
の
ま
ま
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
同

コ
ー
ナ
ー
で
作
成
し
た
申
告
書
は
、

 
e
儿
T
a
x 
（
国
税
電
子
申
告
・

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

納
税
シ
ス
テ
ム
）
を
利
用
し
て
送

信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
e
儿

T
a
x
を
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め

に
は
電
子
証
明
書
の
取
得
な
ど
、

各
種
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳

し
く
は
同
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（htt

p://www.nta.go.jp

）を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
、

不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る
方
、
土

地
・
建
物
な
ど
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
、

株
式
な
ど
を
譲
渡
し
た
方
な
ど
で
、

　

年
中
の
各
種
所
得
の
合
計
額
か

２４ら
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い
た
金

額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
税
額

確定申告の無料相談会（税理士会）
【対象】年金受給者、給与所得者、小規模納税者の方

時間日程会場
午前９時半～１１時半、
午後１時半～３時半　

２月１２日（火）
～２月１５日（金）

市役所７階
７０１・７０３会議室

※受付時間は混雑の状況により、早く締め切る場合があります。
※相談内容が複雑な方、譲渡・相続・贈与の申告の方は、税務署または有
料で税理士にご相談ください。
※前年申告した方は、前年の確定申告の控えをご持参ください。

市民税・都民税の申告会場
受付時間日程会場

午前８時半～１１時、
午後１時～５時

２月１８日（月）
～３月１５日（金）

市役所２階
２０４・２０５会議室

午後５時～８時
２月２２日（金）、
３月１日（金）

夜間申告相談窓口
市役所２階２０４・２０５会議室
※夜間申告相談窓口では、電話相談と証明書などの発行はできません。

　

申
し
込
み
は
２
月　

日（
金
）

１５

～
３
月　

日
（
金
）
に
（
消
印

２９

有
効
）、
所
定
の
申
込
書
（
企
画

調
整
課
秘
書
広
報
担
当
〈
市
役

所
４
階
〉
で
配
布
中
）
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
〒
２
０
３

儿
８
５
５
５
、
市
役
所
企
画
調

整
課
秘
書
広
報
担
当
宛
て
郵
送
、

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
（hishoko

ho@
city.higashikurum

e.lg. jp

）、

フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７
８
０

４
）、直
接
同
担
当
へ
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

　

※
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
担
当
緯
４
７

０
・
７
７
０
８
へ
。

申
告
と
相
談
は
、
市
役
所
課
税
課
市
民
税
係
へ

（
市
役
所
２
階
・
内
線
２
３
３
３
～
２
３
３
７
）

　

市
役
所
に
お
け
る
申
告
の
受
け

付
け
は
、
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

は
お
休
み
で
す
。

　

な
お
、
２
月　

日
（
金
）
と
３

２２

月
１
日
（
金
）
の
午
後
５
時
～
８

時
に
「
夜
間
申
告
相
談
窓
口
」
を

行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
午
後
５
時

以
降
は
、
電
話
相
談
お
よ
び
証
明

書
な
ど
の
発
行
は
行
い
ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２５

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
で
も
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

①
勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与

支
払
報
告
書
の
提
出
が
な
い
方

　

②
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方

　

③　

年
中
に
退
職
し
、　

年
１

２４

２５

月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
方

　

④
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が　

万
円
以
下
の
方
は
確
定
申
告

２０
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

市
民
税
・
都
民
税
で
は
申
告
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２５

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

前
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
方

前
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
方
もも

申
告
を
お
願
い
し
ま

申
告
を
お
願
い
し
ま
すす

　

前
年
（　

年
）
中
に
、
病
気
・

２４

失
業
・
学
生
な
ど
の
理
由
で
収
入

の
な
か
っ
た
方
も
、
申
告
書
裏
面

の
「
収
入
の
な
か
っ
た
方
へ
」
に

そ
の
旨
を
記
入
し
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
（
同
居
者
の
扶
養
に
な
っ

て
い
る
場
合
は
除
く
）。

　

※
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
書

は
、
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
や

非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど
の
資
料

と
な
り
ま
す
。

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）前
記「
申
告
が
必
要
な
方
」

の
（
１
）
～
（
３
）
に
該
当
し
、

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
税
務
署

に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
　
（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
、

２４

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

（
２
面
に
続
く
）

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の

　

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の
受受

け
付
け
は
、
２
月

日
（
月
）
～
３
月

日
（
金
）
で
す

け
付
け
は
、
２
月　

日
（
月
）
～
３
月　

日
（
金
）
で
す
。。

１８１８

１５１５

所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
で
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所
で
受
け
付
け
ま
す

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
税
務
署
で
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
は
市
役
所
で
受
け
付
け
ま
す
。。

各
会
場
と
も
、
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い

各
会
場
と
も
、
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。。

な
お
、
確
定
申
告
書
は
郵
送
で
も
お
受
け
し
ま
す
。
申
告
書
を
郵
送
す
る
方
で
「
控
え
」
が

　

な
お
、
確
定
申
告
書
は
郵
送
で
も
お
受
け
し
ま
す
。
申
告
書
を
郵
送
す
る
方
で
「
控
え
」
が
必必

要
な
方
は
、
控
え
に
住
所
、
氏
名
な
ど
を
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
載
の
上
、
切
手
を
貼
っ
た
返
信

要
な
方
は
、
控
え
に
住
所
、
氏
名
な
ど
を
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
記
載
の
上
、
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用用

の
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い

の
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。。

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

申
告
と
相
談
は
東
村
山
税
務
署
へ

〒
１
８
９
儿
８
５
５
５
、
東
村
山
市
本
町
１
ノ　

ノ　

、

２０

２２

緯
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
（
自
動
音
声
案
内
に
沿
っ

て
「
０
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

所
得
税
の
確
定
申
告

所
得
税
の
確
定
申
告
に
お
け
る

所
得
税
の
確
定
申
告
に
お
け
る 

ご
注
ご
注
意意

　

平
成　

年
分
の
確
定
申
告
は
、

２４

そ
の
年
分
の
公
的
年
金
な
ど
の
収

入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所

得
以
外
の
所
得
金
額
が　

万
円

２０

以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
確
定

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
こ
の
場
合
で
も
、
医
療

費
控
除
の
申
告
な
ど
、
還
付
を

受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
は
可

能
で
す
。

　

※
前
記
に
該
当
し
、
確
定
申

告
の
必
要
が
な
い
方
で
あ
っ
て

も
、
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告

は
必
要
で
す
。

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び 

地
方
消
費
税
の
確
定
申

地
方
消
費
税
の
確
定
申
告告

　

消
費
税
の
課
税
事
業
者
に
該

当
す
る
個
人
事
業
者
の
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
と
納
税
は
、
４
月
１
日（
月
）

ま
で
で
す
。

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
でで

　

所
得
税
や
個
人
事
業
者
の
消

費
税
の
納
税
に
は
、
口
座
振
替

が
便
利
で
す
。

　
　

年
確
定
申
告
分
の
振
替
納
付

２４
日
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　

▼
所
得
税
＝
４
月　

日
（
月
）

２２

　

▼
個
人
事
業
者
の
消
費
税
と
地

方
消
費
税
＝
４
月　

日
（
水
）

２４

　

※
振
替
納
付
日
の
前
日
ま
で
に
、

あ
ら
か
じ
め
指
定
口
座
の
預
貯
金

残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

が
、
配
当
控
除
額
、
年
末
調
整
に

か
か
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

額
の
合
計
額
よ
り
多
い
方

　
（
２
）
給
与
所
得
の
あ
る
方
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

①
給
与
の
収
入
金
額
が
２
０
０

０
万
円
を
超
え
る
方

　

②
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て

い
て
、
各
種
の
所
得
金
額
（
給
与

所
得
、
退
職
所
得
を
除
く
）
の
合

計
額
が　

万
円
を
超
え
る
方

２０

　

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
て
、
年
末
調
整
さ
れ
な
か

っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
各
種

の
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退
職

所
得
を
除
く
）
と
の
合
計
額
が　
２０

万
円
を
超
え
る
方

　

④
同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親

族
の
方
な
ど
で
、
そ
の
同
族
会
社

か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に
、
貸
付
金

の
利
子
、
店
舗
・
工
場
な
ど
の
賃

貸
料
、
機
械
・
器
具
の
使
用
料
な

ど
の
支
払
い
を
受
け
た
方

　

⑤
給
与
に
つ
い
て
、
災
害
減
免

法
に
よ
り
源
泉
徴
収
税
額
の
徴
収

猶
予
や
還
付
を
受
け
た
方

　

⑥
在
日
の
外
国
公
館
に
勤
務
す

る
方
や
家
事
使
用
人
の
方
な
ど
で
、

給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
際
に
所

得
税
を
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
る
方


